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年月日

窓 口

記入lei

有効期間∨
/

・戸籍に記載の姓名のみを記入
。フアース トミ ドルのスペースなしで記入
・カッコ書きの別名併記は

〃
旅券面の氏名

表記
〃
欄に記入してください。

嗅 ヘボン式日一マ字

主■.卜:ti:i]
窓口1■ 1‖てくだ|■ )

写   真

写真は貼 らずにお持ちください

注 意
1申 請者 本人のみ

に撮影 した もの

1111=21111■ )

写真は旅券に転写

を言ピ載してください

写真の規格の詳細は当館
ウェフ

｀
サイ トの例をご覧

ください。不適当な写真
は差し替えを提出してい
ただきます。

/1言百1     /  o 5 0 1 011:憲 l∫

所持人自署

外務 さくら

料ヽ内に記入者の氏′1及 び中請者とのFl

係を記入してください。

(口 |え |ゴ 、 b、'A VAMADA(Mohcr)
や by Aヽ・AMADA(Father)な ど)

I(市 区J`以 下を記 入 して くだ さい)

|千代田区霞が関二丁目2番

鱒
TZ0012 345

※過去に申請後に旅券を受領しなかったことがありますか。
※旅券の所持歴はありますか。EEあ る≦以ドに最後の旅券について記入)

番暮[量美 2 01 3 0 1
所持人自署の言語や書体は間
いませんが、旅券面に転写さ

れます。繰り返し同様の署名

可能な署名をしてください。
□ある□ない

どちらかにチェックして

ください

909 Fannin Street
Houston,丁X77010

電言舌     713( 652  )2977
携帯      (    )
■ヽ7｀レス rytti@hO.mOfa.9oJp

その他勤務先など[1中 の連絡先      電話      (    )

18■ 未 満 の ■ |は  有 効 期 胡 が lけ ■ の  設 旅
'

また 1ヽさ オ1ま せ た .3● 1‖ の 自 請 書 1印 ,記 第 2号 様

,い ● に Hけ t中 話 し て くだ さ い 。

この|:講 書を建 |||

する [の 年麟

満 (30)歳

ゴ

翻

咆

請
居
記
さ

中
は
に
だ

で
合
段
く

所
場
下
て

住所 東京都千代田区霞が関 2-2-1

氏名 外務 省太郎     申請者との関係  父   電話   03(3580)0000
日本国内の

緊急連絡先

国
「はい |の 場

取得■・はい□いいえ□ l__日
の|ど のJとうう力)にナエツク 1か。

角 1外国 瓢
し ∈｀/CCい °

   卜生 □

外国で ^′+ぃ 口八ェ〒、1/71 □
外 国 民 六 ヵ ■ 古 け 該 当 面 日 l □

帰化制を記入してくださ l □

現在外国の国籍 を有 して いますか。

※j亥 当する枠ll lに 了自」を記入してください)

はい□     いいえ□
2現 在 日

3 現在「 l

として偽造された文書を行使して (末遂を含む)、 日本EI Tl法

により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。  □  □

6国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関

する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。  □   □

次の各事項に該当しているか否か、□にブ印を記入してください。

1から 6まで全ての項目に

はい□いいえ□

該当する方にチェックしてくだ

さ い 。 。はい□いいえ□

どちらかにチェック

してください。

・はいロヘチェック

された方は該当項目

を記入してくださ

い 。

0313条  10号 1名 併記 14暦外確認

0411土地域 ll'ト ヘボ) 15薔外表示

OA"1人  OC解除   OE職権  OH特倒1 0K特輌3

0B失効 ODそ の他副二 OG再作成 OJ特例2

(別記第 1号様式) り1」 紙の大きさはA4



↑
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出発予定日 令和  年  月  鋼|※主要渡航先での滞在期間     □ 3ヶ 月未満 □ 3ヶ 月以 L

/※
次の各項目のいずれかに該当する場合には、
び渡航先を記入してください。

じ口 表面の11罰等関係欄に該当する事liがある場合

該当する項目の回にヴ印をつけた 卜で、下記の渡航目的及

0回 旅券の二重,こ綸を受けようとする場
`ヽ

渡航目的 (具体的に)

0の 場合は、 二重発給が必要な理 11 1 :d入

今Ⅲlの潮充先 (珈た先国名と、コード表を参11■ そ1別名併記は
″
旅券面の氏名表記

″
欄に記入

してください。

ψ
GA IMU(丁 EX AS)

SAKURA(S AKURA EMMA)

務  大  臣

ヒューストン 人使

法定代理人 (後見人など)署名

外

在
令和 11 月

その旅

ます.)

(申 語者が成年被後見人の場命は、法定代理人 (成年後見

ブ、)の 署名が必要です。署イ|は 必ず本人が戸籍に記載の

キおり かい書体で行ってく/・

‐さい (署 名が困難な場合

を除く,。 たヽ人維誌のために印鑑登録証明書を使用する場

合は、押日Jが必要です。)

本

人
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認
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一官

公

庁

記

載

欄

2点必要など,) □ 介護保険証

健康保険証   □ 印鑑登録証明書及び実臼」

国民健康保険証 □ 後期高齢者医療被保険者言I

l合 ,tf果険証   □ その他写真伺きの身分証 ltl書

共済組合員証  (甘ム証、■ユ証、クヽ中な章嬌RIL"書など
イl金壁 __ 1甲 二量量里煮____ _

晟箸――J地覇
1疎明資お1名 |            )
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□
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一
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口

□

□
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(1点でよい書類)

El 日本国旅券
□ 運転免許浄I
El 個 人番号カー ド
El 船員手帳
□ 海技免状
EIl 猟銃等所持言午可証

戦傷病者 F帳
宅建

=ヽ

引 li lT

電気 11事十免1犬

無練従事者免許証
官公庁職員身分証明書
身体・・・害者「「 帳
(偽造防止、写真付さ)
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(法定代理人が中請者に代わって
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書
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場
合

申

請

者

記

入

私は旅券法第 3条第 6項 の規定に基
‐
贅

18歳以上の申請者の申請書類等を代理人が窓口に

持参する場合、申請者本人が申請者記入欄を記入し

てください。
令和  年  月  日

引受人氏名

引受人住所

申請者との関係

弓|1坐憧李告雪蔵IF争 兌埜要苧智的奪中諦者に代わり提出することを引き受けま
した。蔵、が提出する申請者の

ア)キ 漱 下 ■^=コ 々  ヽ 一秦 t′ ツ し ,た バ 4r古 ,■ +|⌒ ■
^)´

未nヽを か |、
ア ル を ,薦 コ

賞1菅
重なF霞 li↑企曇言卑嵩『鼻薫携県壬気秒縫豫罵な角こ色稚総7曇官究全

のものに相達ないことを確認

:jl令 和  年  月  「¬                連絡先電話番号   (    )

入 1                     生年 月日 明治 。大 :E・ 昭和・平成・令和  年  月  日

l 中請者の指定したとが、代わりに中請書類などを提|||す る場合にlま、提||1者 本人を確認するに足る書類等を提示 (出 )し てく

ださい。

この中請による旅券取得が日4・ 国法金のいは1に 該当する場合、

があります。

注

土忌

事

項

(別記第 4号様式 )


